
 

 

政令月収の計算方法 

 

■1. 年間総所得金額を計算しましょう！ 

  入居予定者で所得のある方全員の所得の合計額を出してください。 

  （給与・年金の方は収入金額より控除があります） 

 

■2. 控除合計金額を計算しましょう！  
 

 

控除名 控除対象者の範囲 計算式 

扶養・同居親族

控除 

申込者以外の入居家族および別居しているが所得税法

上の扶養親族 
￥380,000×( )人 

老年扶養控除 70 歳以上扶養親族・配偶者 ￥100,000×( )人 

特定扶養控除 16 歳以上 23 歳未満の扶養親族 ￥200,000×( )人 

寡婦(夫)控除 死別・離婚したのち婚姻をしていない者など ￥270,000×( )人 

特別障害者控除 申込者・扶養親族で 1～2級の身障者など ￥400,000×( )人 

障害者控除 申込者・扶養親族で 3～6級の身障者など ￥270,000×( )人 

 

 

■3. 政令月収を計算しましょう！ 

  (年間総所得金額〔1.で計算〕－控除合計金額〔2.で計算〕)÷12 

   ＝政令月収(     )円 

 

 

 

 

 



 

 

【源泉徴収票の場合】 

 

 

【所得証明書の場合】 

 

 


